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（業者特定理由書） 

業 者 特 定 理 由 書

１ 件 名 

２ 業者名 

３ 特定理由 

４ 根拠規定 

栄中学校ほか 2緊急貯水槽遮断弁点検整備業務 

株式会社 前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所 

本業務は、緊急貯水槽に設置している緊急遮断弁の点検整備

を行うものである。緊急遮断弁は、緊急貯水槽として機能する

ために必要不可欠な設備であり、緊急時において確実に作動す

るよう点検整備を実施する必要がある。 

本業務の対象機器は、前澤工業㈱が開発したものであり、 

専用部品や点検整備に必要な技術資料は開発業者の仕様となって

おり、一般に公開していない。 

アフターサービス業務は平成 29 年４月にグループ会社である上記

業者へ移行している。 

以上のことから、上記業者は、当該業務を的確に行える唯一

の業者であることから特定するものである。 

地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第１項第２号に該当す

ると判断されるため。 


